
請求者（児童の父母等のうち、
生計を維持する程度の高いか
た）の情報を入力してください。

マイナンバーカードを使って、
自動入力することもできます。

①

児童（高校生年代までの子）の
情報を入力してください。

※高校生年代までの子とは、
18歳に達した後、最初の
3月31日までの子となり
ます。

④

請求者の情報を入力してくだ
さい。②

配偶者等の情報を入力してく
ださい。③

⑤

児童手当の新規認定請求 電子申請のご案内

豊島区HPまたは公式LINE＞オンライン申請＞「分類：育児・子育て」「目的：給付金・助成金」より「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」

お子さまの生まれた日、または前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申し込んでください。
申請日と支給開始月の考え方については「児童の手当と医療費助成制度のご案内」をご参照ください。

ご申請はこちらの
QRコードから⇒

児童の兄姉等（大学生年代の
子）がいる場合は、人数を入力
してください。

※大学生年代の子とは、
22歳に達する日以降の
最初の3月31日までの子
となります。

※大学生年代の子を含めて
監護している子が3人以上
の場合は、「 【第三子加算用】
監護相当・生計費の負担に
ついての確認書」の提出が
必要です。

児童の兄姉等の情報を入力し
てください。

1 裏面へ



金融機関の情報を入力してく
ださい。

※「公金受取口座を利用する」
場合、預貯金口座を国（デ
ジタル庁）に登録されてい
ないと、振り込むことがで
きません。
「振込口座を指定する」場合
は、支払希望金融機関を
入力してください。

※請求者名義の口座に限り
ます。

⑥

必要書類がある場合は、「ファ
イルを追加」して添付書類を
アップロードしてください。

※受給者や児童の状況によっ
ては、別途書類が必要にな
る場合があります。

⑧

入力内容に誤りがないか確認
してください。⑦

ご自身のマイナンバーカードか、
Androidのスマホ用電子証明
書またはiPhoneのマイナン
バーカードを設定済のスマート
フォンで電子署名を実施してく
ださい。

電子署名せずに申請すること
もできます。

⑨

この画面が出れば申請完了で
す。⑩

児童手当の新規認定請求 電子申請のご案内

豊島区HPまたは公式LINE＞オンライン申請＞「分類：育児・子育て」「目的：給付金・助成金」より「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」

お子さまの生まれた日、または前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申し込んでください。
申請日と支給開始月の考え方については「児童の手当と医療費助成制度のご案内」をご参照ください。

ご申請はこちらの
QRコードから⇒
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